
滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

１　子ども医療費助成制度の拡大について
［　要望事項　］
１　助成対象者は、中学校卒業までとし、対象医療費は入院と入
院外とすること。
２　所得制限を撤廃すること。

［　内　　容　］
子ども医療費助成制度については、県内ほとんどの市町村が市町
村独自に助成対象者を拡大するなどして医療費助成を行っていま
す。
拡大の内容として、助成対象者を中学生や高校生まで拡げる年齢
拡大、所得制限を設けない所得制限撤廃、受益者負担の低減化な
ど附加助成実施などの方法がありますが、市町村毎にこれらの拡
大内容が大きく異っています。
子ども医療費助成制度は、重要な少子化対策のひとつであること
から、県内全域において助成対象者や助成額が統一された基準に
より実施されることが望ましいと考えております。

　県では、人口減少対策としての総合的な子育て支援施策の一環
として、厳しい財政状況にはありますが、市町村等と協議のう
え、助成対象を小学校卒業の入院まで拡大してきたほか、令和２
年８月からは、現物給付の対象を中学生まで拡大することとした
ところです。
　各市町村の医療費助成については、それぞれの政策的判断のも
とに、単独事業として拡充が進められてきており、県が助成対象
を中学生まで拡大したとしてもサービス向上に直接つながるもの
ではなく、また、対象者の範囲の更なる拡充や所得制限の撤廃を
した場合、多額の財源を確保する必要があり、今後、国の動向を
注視しながら、県の医療・福祉政策全体の中で、総合的に検討す
る必要があると考えています。（Ｃ）

盛岡広域振
興局

保健福祉環
境部

Ｃ：１
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

（１）主要地方道盛岡環状線鵜飼～大沢～篠木地区（滝沢市商工
会館交差点から篠木小入口交差点間）については、篠木小入口交
差点において、平成25年度に事業着手し、平成27年度に供用しま
した。また、滝沢南中学校入口前後については、令和２年度よ
り、現地測量・設計に着手予定です。（Ａ）
　その他の区間については、早期の事業化は難しい状況ですが、
事業中の箇所の進捗や公共事業予算の動向等を見極めながら総合
的に判断していきます。（Ｃ)

（２）主要地方道盛岡環状線木賊川交差点から滝沢ふるさと交流
館までの拡幅改良及び滝沢ふるさと交流館東側の歩道整備につい
ては、早期の事業化は難しい状況ですが、交通量の推移や公共事
業予算の動向等を見極めながら総合的に判断していきます。
（Ｃ)

（３）岩姫橋については、建設後50年程経過した老朽橋で、幅員
も狭く橋梁前後の区間においても曲線区間が連続することから、
整備の必要な区間として認識しています。岩姫橋の架替を含む改
良整備については、早期の事業化は難しい状況ですが、今後の交
通量の推移や公共事業予算の動向、北上川上流ダム再生事業の計
画等を見極めながら総合的に判断していきます。（Ｃ）
  歩道整備については、県内各地から多くの要望があり、必要
性、緊急性等を考慮しながら整備を進めている状況です。御要望
の岩姫橋～野沢地区については、早期の事業化は難しい状況です
が、交通量の推移や公共事業予算の動向等を見極めながら総合的
に判断していきます。（Ｃ)

盛岡広域振
興局

土木部 Ａ：１
Ｃ：４

２　国県道の整備等について１
［　要望事項　］
１　主要地方道盛岡環状線の国道４６号から盛岡市境の岩姫橋に
至る未整備区間を早期に事業化すること。
　＜要望箇所＞
（１）滝沢市商工会館前交差点から篠木地区交差点までの未整備
区間の拡幅改良及び滝沢南中学校入口前後の線形改良
（２）滝沢ふるさと交流館から木賊川交差点までの未整備区間の
拡幅改良及び滝沢ふるさと交流館東側の歩道整備
（３）岩姫橋の架け替え及び岩姫橋から野沢地区までの歩道整備
［　内　　容　］
　滝沢市においては、国道４号、国道４６号、国道２８２号の国
道３路線と主要地方道盛岡環状線、一般県道盛岡滝沢線など県道
６路線が走っており、これらの国県道が市内道路網の骨格を形成
しております。また、市内には東北縦貫自動車道滝沢インター
チェンジや滝沢分レ交差点など広域道路網における交通の要所が
存在しており、平成３１年４月には、滝沢インターチェンジと盛
岡インターチェンジのほぼ中間地点に滝沢中央スマートインター
チェンジが開通しました。
　この中にあって主要地方道盛岡環状線は、滝沢市内を南北に縦
断し、国道４号、国道２８２号及び国道４６号と連結し、県北地
域や青森・秋田鹿角方面と国道４６号を経由して秋田方面とを結
ぶ物流等の主要幹線道路となっています。また、この度、滝沢中
央スマートインターチェンジが開通したことにより、今後さらに
重要性が高まることが予想されます。さらには、沿道には住宅団
地、小・中学校、市役所等が位置し、多くの市民が通勤・通学等
で利用するなど、市民の生活道路としても重要な路線となってお
ります。
　この区間は、日交通量で約２万台の車両が行き交い、大型車の
混入率が約２０％で県内においても高い区間の一つになっていま
す。このような状況にあって、危険箇所の拡幅改良や渋滞対策等
の事業を継続的に進めていただいているところであります。しか
しながら、市内には旧規格の狭い道路幅員の区間や両側に歩道が
整備されていない区間も多く残っており、交通混雑の緩和はもと
より道路利用者、特にも通学児童生徒や高齢者の交通安全の確保
が喫緊の課題となっております。
　このことから、引き続き道路の現状把握に努め、拡幅改良等の
事業促進を図るとともに、通過交通量の削減や大型車混入率の低
減等、抜本的な課題解決に向けた具体的な方策について、早急に
検討する必要があります。
　また、盛岡西廻りバイパス北バイパスは、平成２６年度に策定
した「盛岡広域都市圏道路網基本計画」において、２環状６放射
の圏域骨格道路の重要な幹線道路として位置づけられており、国
道４６号西廻りバイパスの４車線化も進んでいます。盛岡西廻り
バイパス北バイパスの早期整備は、主要地方道盛岡環状線や国道
４号盛岡バイパスの渋滞緩和にも繋がることから、国、県及び関
係市町一体となり、具体的な取り組みを進める必要があると考え
ております。
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

２　国県道の整備等について２
［　要望事項　］
２　国道２８２号一本木バイパス、主要地方道盛岡環状線、一般
県道盛岡滝沢線の現在事業化されている箇所の事業を促進するこ
と。
　＜要望箇所＞
（１）国道２８２号一本木バイパスの早期完成
（２）主要地方道盛岡環状線（中鵜飼地区）の早期完成
（３）一般県道盛岡滝沢線（下鵜飼地区）の早期完成
（４）都市計画道路下鵜飼御庭田線（八人打地区）の早期完成
［　内　　容　］
（国県道の整備等について１と同じ）

（１）国道２８２号一本木バイパスについては、平成22年11月11
日に一本木地区の人家連担部を迂回する北側約2.8ｋｍの区間に
ついて供用開始を行ったところです。残りの区間については一部
の用地取得が未了のため、供用にはなお時間を要する見込みです
が、引き続き地権者のご理解が得られるよう努めていきます。
（Ａ）

（２）主要地方道盛岡環状線中鵜飼地区については、平成25年度
に事業着手しており、令和元年度は道路改良工事を実施していま
す。今後とも貴市と連携を図りながら整備推進に努めていきま
す。（Ａ）

（３）一般県道盛岡滝沢線下鵜飼地区の道路改良については、平
成25年度に事業着手しており、令和元年度は用地取得の推進と道
路改良工事を実施しています。今後とも貴市と連携を図りながら
整備推進に努めていきます。（Ａ）

（４）都市計画道路下鵜飼御庭田線（鵜飼八人打地区）について
は、平成30年度に事業着手し土地所有者等への説明会を開催した
ところであり、今年度は用地補償等を実施しています。今後とも
貴市と連携を図りながら整備推進に努めていきます。（Ａ）

盛岡広域振
興局

土木部 Ａ：４

２　国県道の整備等について１
［　要望事項　］
１　主要地方道盛岡環状線の国道４６号から盛岡市境の岩姫橋に
至る未整備区間を早期に事業化すること。
　＜要望箇所＞
（１）滝沢市商工会館前交差点から篠木地区交差点までの未整備
区間の拡幅改良及び滝沢南中学校入口前後の線形改良
（２）滝沢ふるさと交流館から木賊川交差点までの未整備区間の
拡幅改良及び滝沢ふるさと交流館東側の歩道整備
（３）岩姫橋の架け替え及び岩姫橋から野沢地区までの歩道整備
［　内　　容　］
　滝沢市においては、国道４号、国道４６号、国道２８２号の国
道３路線と主要地方道盛岡環状線、一般県道盛岡滝沢線など県道
６路線が走っており、これらの国県道が市内道路網の骨格を形成
しております。また、市内には東北縦貫自動車道滝沢インター
チェンジや滝沢分レ交差点など広域道路網における交通の要所が
存在しており、平成３１年４月には、滝沢インターチェンジと盛
岡インターチェンジのほぼ中間地点に滝沢中央スマートインター
チェンジが開通しました。
　この中にあって主要地方道盛岡環状線は、滝沢市内を南北に縦
断し、国道４号、国道２８２号及び国道４６号と連結し、県北地
域や青森・秋田鹿角方面と国道４６号を経由して秋田方面とを結
ぶ物流等の主要幹線道路となっています。また、この度、滝沢中
央スマートインターチェンジが開通したことにより、今後さらに
重要性が高まることが予想されます。さらには、沿道には住宅団
地、小・中学校、市役所等が位置し、多くの市民が通勤・通学等
で利用するなど、市民の生活道路としても重要な路線となってお
ります。
　この区間は、日交通量で約２万台の車両が行き交い、大型車の
混入率が約２０％で県内においても高い区間の一つになっていま
す。このような状況にあって、危険箇所の拡幅改良や渋滞対策等
の事業を継続的に進めていただいているところであります。しか
しながら、市内には旧規格の狭い道路幅員の区間や両側に歩道が
整備されていない区間も多く残っており、交通混雑の緩和はもと
より道路利用者、特にも通学児童生徒や高齢者の交通安全の確保
が喫緊の課題となっております。
　このことから、引き続き道路の現状把握に努め、拡幅改良等の
事業促進を図るとともに、通過交通量の削減や大型車混入率の低
減等、抜本的な課題解決に向けた具体的な方策について、早急に
検討する必要があります。
　また、盛岡西廻りバイパス北バイパスは、平成２６年度に策定
した「盛岡広域都市圏道路網基本計画」において、２環状６放射
の圏域骨格道路の重要な幹線道路として位置づけられており、国
道４６号西廻りバイパスの４車線化も進んでいます。盛岡西廻り
バイパス北バイパスの早期整備は、主要地方道盛岡環状線や国道
４号盛岡バイパスの渋滞緩和にも繋がることから、国、県及び関
係市町一体となり、具体的な取り組みを進める必要があると考え
ております。
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

２　国県道の整備等について３
［　要望事項　］
３　ＩＧＲ巣子駅に接続する市道を県道昇格すること。
　＜要望箇所＞
　　国道４号からＩＧＲ巣子駅まで　約２，２００ｍ

［　内　　容　］
（国県道の整備等について１と同じ）

　県道昇格については、市町村間を結ぶ道路など道路法に規定す
る認定要件を具備する必要があり、これらの要件を満たした路線
について、地域の道路網における市町村道との機能分担や、整
備・管理する必要性等を総合的に判断していきます。（Ｃ)

盛岡広域振
興局

土木部 Ｃ：１

２　国県道の整備等について４
［　要望事項　］
４　盛岡広域圏の骨格道路として盛岡西廻りバイパス北バイパス
の早期整備に向けた具体的な取り組みを進めること。
　＜要望箇所＞
国道４６号から国道４号滝沢分レ南交差点まで

［　内　　容　］
（国県道の整備等について１と同じ）

　県では、平成26年度に盛岡広域都市圏道路網基本計画を策定
し、盛岡西廻りバイパスを含めた幹線道路ネットワークのあるべ
き姿を定めたところです。
　盛岡西廻り北バイパスの計画については、今後、整備に向けた
具体的な取組について国及び関係市と連携しながら取り組んでい
きます。（Ｃ）

盛岡広域振
興局

土木部 Ｃ：１
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

３　砂防施設整備の促進について
［　要望事項　］
未整備箇所における砂防施設整備の促進、特にも「高森の沢」、
「上鵜飼の
沢」の早期整備を行うこと。

［　内　　容　］
　滝沢市においては、県指定を受けている土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域の渓流と急傾斜地が２３箇所あります。近
年の突発的な豪雨や平成３０年度に西日本で発生した土砂災害に
ともない、市民から土砂災害対策に対する要望が高まっておりま
す。しかし、砂防施設の整備が完了している箇所は、滝沢市湯舟
沢地内「滝沢（１）」の砂防堰堤、滝沢市外山地内「滝沢
（２）」の砂防堰堤の２施設のみであり、未整備箇所における早
急な砂防施設の整備が求められております。
　全ての未整備箇所において甚大な被害が予測されるところであ
りますが、特にも、平成２８年３月に指定された滝沢市大釜千が
窪地内の「高森の沢」におきましては、沢の下流に団地が形成
（指定区域内１４１戸）されているとともに、指定区域内をＪＲ
田沢湖線及び秋田新幹線が走行し、本市の幹線道路である市道高
森線も横断していることから、土砂災害が発生した際の人的被
害、広域的な交通網の遮断等が懸念されます。
　また、平成３１年３月に指定された滝沢市上鵜飼地内の「上鵜
飼の沢」におきましては、沢の下流に団地が形成（指定区域内１
２９戸）し、更に滝沢市における飲料水供給の中枢である滝沢浄
水場が立地していることから、土砂災害が発生した際の人的被
害、断水等市民生活に与える影響は甚大であります。

　要望箇所の「高森の沢」及び「上鵜飼の沢」については、保全
対象人家が多いことに加え、道路・鉄道・浄水場などの重要な公
共インフラが存在しています。このため、土砂災害が発生した
際、甚大な被害が予想されるとともに、社会的影響が極めて大き
くなるものと考えられます。
　このことから、現在この２箇所について、土砂災害対策として
砂防施設の整備に向け調査検討を進めているところであり、今後
とも貴市と連携を図りながら取り組んでいきます。（Ａ：２）

盛岡広域振
興局

土木部 Ａ：２
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

４　一級河川木賊川の河川整備の促進について
［　要望事項　］
一級河川木賊川の遊水地建設及び河川改修の一層の整備を行うこ
と。

［　内　　容　］
　本市と盛岡市を流れる木賊川は、河川断面が狭小で部分的に天
井川となっており、過去度々浸水被害を受け、平成１４年７月の
台風６号の豪雨では、越水により１，２５３世帯に避難勧告が発
令され、床上及び床下浸水が１１５戸に及ぶなど甚大な被害があ
りました。
　現在、県で取り組んでいる河川改修事業により、平成２３年度
には分水路の供用がなされ、また、平成２９年６月には遊水地整
備工事が本格的に着手されたことにより、地域住民も実感できる
防災対策が進捗しているものと心より感謝申し上げます。
　地域住民は、一日でも早くより安全で安心できる暮らしを望ん
でおります。

　木賊川の河川改修については、「分水路＋遊水地＋河道改修」
の３手法を基本として段階的な整備により事業を進めており、平
成23年５月には分水路への通水を開始するなど治水安全度を高め
たところです。
　平成28年度から遊水地の工事に着手しており、本年度も引き続
き遊水地の工事を進め、更なる治水安全度の向上に取り組みま
す。（Ａ)

盛岡広域振
興局

土木部 Ａ：１
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

５　岩手山麓地区における農業水利の安定確保について
１県営農村災害対策整備事業岩手山麓地区について
［　要望事項　］
１　県営農村災害対策整備事業岩手山麓地区が、当初の計画に基
づき事業が実施されるよう、引き続き必要な予算を確保するこ
と。

［　内　　容　］
　岩手山麓地区の農業水利施設の多くは、昭和１６年度から昭和
４３年度にかけて整備され経年劣化及び老朽化等が進んでいるこ
とから、現在、国営かんがい排水事業及び県営農村災害対策整備
事業により、共に平成２６年度から令和４年度までの９年間を事
業期間として改修事業が実施されています。
　しかしながら、事業開始後５年を経過した平成３０年度末時点
の事業進捗率では、国営かんがい排水事業が約２７％に対し、県
営農村災害対策整備事業では平成３０年度より大幅に予算を増額
していただいたものの約１０％の状況にあり、計画に基づいた事
業の完了等が懸念されているところであります。
　また、岩洞ダムの農業用水利用にあたり、農業者は土地改良区
を通じダム共用施設の管理費について発電事業を行う県企業局と
一定の割合で分担し負担金を支出していますが、同じく県企業局
と共用施設管理費を分担する後発の２地区と比較すると当地区の
負担額が突出しており、加えて、国営かんがい排水事業に並行し
て県企業局が行う維持修繕工事により負担額の増加が見込まれ、
国営かんがい排水事業及び県営農村災害対策整備事業の受益者負
担と併せて、今後これらの負担が農業者にとってさらに重くのし
かかるものと懸念されます。

　岩手山麓地区については、築造から50年が経過し、構造物の欠
損や漏水等が発生していることから、災害の未然防止や用水の安
定確保のため、県営農村災害対策整備事業岩手山麓地区及び国営
土地改良事業岩手山麓地区により用水路の改修を行っているとこ
ろです。
　本地区の本年度執行予算は、平成30年度の５千２百万円に対
し、前年度補正予算等と合わせ３億６千５百万円と７倍を越える
額を確保したものの、依然として国営事業の進捗とは差が生じて
おります。
　県では、可能な限り早期に事業完了するよう、関係市、土地改
良区の意向も踏まえながら、事業の推進に向け引続き予算の確保
に努めていきます。（Ｂ）

盛岡広域振
興局

農政部農村
整備室

Ｂ：１
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

５　岩手山麓地区における農業水利の安定確保について
２岩洞ダムにおける共用施設の管理費について
［　要望事項　］
２　岩洞ダムにおける共用施設の管理費に係る農業者負担につい
て、当地区の農業者負担が他地区と比較して突出した状況が解消
され、今後も持続的な農業経営を維持できるよう、軽減措置を講
じること。

［　内　　容　］
　岩手山麓地区の農業水利施設の多くは、昭和１６年度から昭和
４３年度にかけて整備され経年劣化及び老朽化等が進んでいるこ
とから、現在、国営かんがい排水事業及び県営農村災害対策整備
事業により、共に平成２６年度から令和４年度までの９年間を事
業期間として改修事業が実施されています。
　しかしながら、事業開始後５年を経過した平成３０年度末時点
の事業進捗率では、国営かんがい排水事業が約２７％に対し、県
営農村災害対策整備事業では平成３０年度より大幅に予算を増額
していただいたものの約１０％の状況にあり、計画に基づいた事
業の完了等が懸念されているところであります。
　また、岩洞ダムの農業用水利用にあたり、農業者は土地改良区
を通じダム共用施設の管理費について発電事業を行う県企業局と
一定の割合で分担し負担金を支出していますが、同じく県企業局
と共用施設管理費を分担する後発の２地区と比較すると当地区の
負担額が突出しており、加えて、国営かんがい排水事業に並行し
て県企業局が行う維持修繕工事により負担額の増加が見込まれ、
国営かんがい排水事業及び県営農村災害対策整備事業の受益者負
担と併せて、今後これらの負担が農業者にとってさらに重くのし
かかるものと懸念されます。

　岩洞ダム共有施設管理費に係る農業者負担金につきましては、
平成17年度に負担率を15％から11％に変更するなど、これまでも
農業者側に対する配慮から負担額の軽減を行ってきております。
　また、平成29年度から令和２年度までの管理に要する経費の標
準額等についても、他の２地区と同様の基準により算定し、岩手
山麓土地改良区等と平成29年３月21日付けで覚書を締結したとこ
ろです。
　企業局では、これまで農業用水を優先した水利運用や、農業用
水の安定供給のため共有施設の適切な維持管理を実施するととも
に、管理要員数の見直しや徹底的なコスト縮減の取組などをして
きたところです。今後も施設修繕等を計画的に行うなど経費負担
の平準化を図るとともに、更なる費用の縮減に努めていきます。
　今回の要望につきましても、貴市のご意見も伺いながら、共有
施設の共同管理者である岩手県企業局、東北農政局、東北農政局
から管理業務を委託されている岩手県及び岩手山麓土地改良区と
の４者で、協議をしながら検討していきます。（B)

盛岡広域振
興局

経営企画部 Ｂ：１
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滝沢市

要望内容 取組状況(方針） 振興局名 担当所属名
反映
区分

６　交番・駐在所の新設・移設について
［　要望事項　］
１　現在大規模開発が進行中であり、著しい人口増加が進んでい
る牧野林地区又は現に人口が集中している土沢地区等へ交番を新
設すること。
２　現在国道４６号沿いに所在している大釜駐在所をＪＲ田沢湖
線大釜駅付近へ移設すること。

［　内　　容　］
　市民の安全安心を守る治安維持は市民の願いであるとともに、
自治体の最も基本的な責務の一つであります。
　盛岡西警察署の管轄区域内となっている滝沢市には、現在交番
が２か所、駐在所が２か所それぞれ設置されています。
今年度、移転から３３年が経過しました盛岡西警察署滝沢交番
が、巣子駅近郊（滝沢市道巣子野沢線沿い）への移転が行われた
ことに深く感謝申し上げます。
交番・駐在所の位置的変動が行われた昭和６０年当時約３万２千
人であった本市の人口は、現在５万５千人となっており、新たな
市街地が形成されるなど生活環境等の情勢の変動が大きく、事案
の多様化、治安の悪化が、今後長期に懸念されるものでありま
す。
このことから、人口増加の著しい通称元村地区への交番の新設、
大釜駐在所（昭和５９年築）の設置場所を人口集中地区へ変更す
ること等により、限られた資源の中で、警察の抑止力や業務執行
をより効果的、効率的に発揮できるものと考えております。

　交番・駐在所の新設や移設については、昼夜の人口、世帯数、
面積、行政区画及び事件又は事故の発生状況等の治安情勢を総合
的に勘案しながら、全県的視点に立って、検討を進めています。
　今回の御要望についても、このような視点に立ちながら、要望
の趣旨を深く認識し、引き続き検討していきます。（要望事項
１：Ｂ、２：Ｃ）

盛岡広域振
興局

経営企画部 Ｂ：１
Ｃ：１
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